
 

2026 年 2 月 10 日 

各  位 

会 社 名  光ビジネスフォーム株式会社 

代表者名 代表取締役社長 松本 康宏 

（コード ３９４８）  

問合せ先 取締役管理本部長 岡野 寛 

（ＴＥＬ 03－3348－1432）  

  

株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ 

 

当社は、当社株主から本年３月開催予定の第 58 期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいま

す。）に関し、株主提案（以下「本株主提案」といいます。）を行う旨の書面（以下、「本株主提案書面」

といいます。）を受領しておりましたが、本日開催の取締役会において本株主提案について反対すること

を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．提案株主 

提案株主名 ：ESG 投資事業組合 

保有議決権数：5,810 個(議決権比率 10.8％)(2025 年 12 月 31 日時点) 

 

２．本株主提案の内容 

（1）議題 

① 剰余金を処分する件 

② 社外監査役 金光明洋氏解任の件 

③ 監査役 宮下晃氏解任の件 

 

（2）提案内容及び提案理由 

別紙「本株主提案書面」に記載のとおりです。 

 

３．本株主提案に対する当社取締役会の意見 

（1）剰余金を処分する件 

① 当社取締役会の意見 

当社取締役会としては、本株主提案に反対します。 

 

② 反対の理由 

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題の一つと認識しており、将来の成長

に向けた事業投資に必要な内部留保を確保しつつ、安定的かつ継続的な配当を実施すること



を基本方針としております。  

2025 年 12 月期の業績は、厳しい事業環境が継続する中、期初の予想を下回る見込みで推

移しました。 しかしながら、このような状況下においても、当社は「資本コストや株価を意

識した経営」をより一層推進していく方針です。すでに公表しております中期経営計画で

は、「2026 年度に年間 50 円の配当」を目指すことを掲げておりましたが、この目標達成を

前倒しし、早期に株主価値の向上を図ることが重要であると判断いたしました。 この判断に

基づき、財務状況およびキャッシュ・フローを総合的に勘案した結果、2025 年 12 月期の期

末配当については、中期経営計画の目標水準を踏まえ 1 株当たり 25 円に修正（増配）する

ことといたしました。 

 

中期経営計画を 2024 年 2月に公表した後、売上および利益面においては計画の下方修正が

続く結果となり、株主の皆様には大変ご心配をおかけしていることと存じます。その主な要

因は、中期経営計画に示した WEB 開発業務、BPO 業務といった新事業分野への取り組みが想定

した程度には実績に結びつかなかったものであります。しかしながら、新事業分野の取り組

みの中から、WEB 開発業務や BPO 業務を行う他企業との競合を通じて、新たなビジネス関係の

構築や、アウトソーシング・ニーズの掘り起こしに成功し、結果的にコアビジネスである印

刷業務や DPP 業務の実績に結びつきました。 

 

そのため、2025 年 10 月に公表したとおり、旧高尾工場の現有の建物を解体して新築する

方針から、現有の建物を修繕・改修して再利用する方針に変更し、投資規模も当初想定の

「20 億円から 25 億円」から約 5 億円に縮小することといたしました。 

 

印刷業界全般においてペーパーレスの動きが加速する中、データプリント業務をコア事業

として生き残りを図り、その間に情報セキュリティへの投資や人的資本への投資拡大により

堅固なコアビジネスの維持と新規事業の実力を蓄え、不測の事態に対する運転資金を確保す

ることにより、お取引先やサプライヤーの皆様にも安心してご協力いただき、株主の皆様に

継続的に成果を還元するためには現有程度の自己資本は不可欠と考えております。 

 

当社は、株主還元を目的として機動的な自己株式の取得を実施しており、中期経営計画を

2024 年 2 月に公表した後、2026 年 2 月 3 日までに約 231 千株（発行済株式総数の約 3.9％）

を取得しております。そして、2025 年 12 月期の期末配当を 25 円（通期で 45 円）とすること

により、通期の配当性向は 161％（配当総額 244 百万円）となり、自己株式の取得（通期で総

額 213 百万円）と合わせた総還元性向は 301％となります（総還元額 457 百万円）。また、

2024 年 12 月期においても通期で 38 円の配当及び自己株式の取得（通期で総額 26 百万円）を

実施しており、配当性向は 131％（配当総額 211 百万円）、総還元性向は 147％となっていま

す（総還元額 238 百万円）。このように、2 年連続で配当総額は税引後当期純利益を上回る金

額となっており、「資本コストや株価を意識した経営」の観点から、株主価値の向上を図るた

めに現時点で可能な最大限の施策であると確信しております。 

なお、自己株式の取得は、ROE（自己資本利益率）や EPS（1 株当たり純利益）の向上に資

するものであり、今後も機動的に実施を検討してまいります。 



 

以上より、「自己資本配当率（DOE）６％」を基準とする本株主提案は、短期的な株主還元

には寄与するとしても、当社の株主還元の基本方針および中長期的な成長に不可欠な資金の

活用策に合致せず、当社の企業価値及び株主利益の向上を図る観点から、本株主提案にかか

る剰余金の処分を行うことは適切ではないと判断し、当社取締役会としては本株主提案に反

対いたします。 

 

 

 

 

 

（2）社外監査役 金光明洋氏解任の件 

① 当社取締役会の意見 

当社取締役会としては、本株主提案に反対します。 

 

② 反対の理由 

監査役 金光 明洋 氏（以下「金光監査役」といいます。）は、2024 年 3 月 28 日開催の第

56 回定時株主総会にて承認可決されて監査役に就任し、内部監査部門での要職を歴任した経

験等を活かし、常勤監査役として業務執行の監査を行っております。また、就任以降開催さ

れたすべての取締役会、監査役会に出席し、豊富な実務経験と企業経営についての専門的知

見をもって、その意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を積極的に行っており、

十分にその職責を果たしております。したがって、金光監査役の留任は当社の企業価値向上

および株主共同の利益に資するものであると考えます。 

なお、本提案株主は、金光監査役の解任理由として、金光監査役が「特定利害関係者」で

あり、監査役会の独立性が客観的に担保されていないことなどを挙げておりますが、当社と

金光監査役との間には、特別の利害関係はありません。また、金光監査役は、東京証券取引

所が定める独立性基準にも抵触しておらず、当社は金光監査役を東京証券取引所の定める独

立役員に指定しております。加えて、当社は、金光監査役の出身であるみずほ銀行からの借

入がないため、同行は「メインバンク」とは言えず、「主要な取引先」にも該当しません。金

光監査役の選任議案は、第 56 回定時株主総会において 89.4％の賛成率で承認可決されてお

り、金光監査役の監査役として選任には多くの株主の皆様の理解も得られているものです。 

また、金光監査役が、職務執行上の不正行為や法令または定款に違反する行為を行ったと

いう事実はありません。したがって、金光監査役を解任すべき正当な理由および必要性はあ

りません。 

当社取締役会は、以上の理由により、本株主提案に反対いたします。 

 

（3）監査役 宮下晃氏解任の件 

① 当社取締役会の意見 

当社取締役会としては、本株主提案に反対します。 

 



② 反対の理由 

監査役 宮下晃 氏（以下「宮下監査役」といいます。）は、2025 年 3 月 25 日開催の第 57

回定時株主総会にて承認可決されて監査役に就任し、就任以降開催されたすべての取締役

会、監査役会に出席し、業務管理者としての経験や財務・会計に関する幅広い知識をもっ

て、その意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を積極的に行っており、十分にそ

の職責を果たしております。したがって、宮下監査役の留任は当社の企業価値向上および株

主共同の利益に資するものであると考えます。 

なお、本提案株主は宮下監査役の解任理由として、宮下監査役が「特定利害関係者」であ

り、「利害関係に依存しない真に独立した監査体制への刷新を求める」ことなどを挙げており

ますが、当社と宮下監査役との間には、特別の利害関係はありません。また、宮下監査役の

出身である NX グループは、当社の「主要な取引先」には該当しません。宮下監査役の選任議

案は、第 57 回定時株主総会において 97.6％の賛成率で承認可決されており、宮下監査役の監

査役として選任には多くの株主の皆様の理解も得られているものです。 

さらに、宮下監査役が、職務執行上の不正行為や法令または定款に違反する行為を行った

という事実はありません。したがって、宮下監査役を解任すべき正当な理由および必要性は

ありません。 

当社取締役会は、以上の理由により、本株主提案に反対いたします。 

 

４．その他 

別紙「本株主提案書面」にあるとおり、本提案株主は「提案する議題」として次の 6 項目を提

案されています。 

「（1）剰余金を処分する件 

（2）社外取締役 小河満美子氏選任反対の件 

（3）社外監査役 金光明洋氏解任の件 

（4）監査役 山内政幸氏選任反対の件 

（5）監査役 田端達氏選任反対の件 

（6）監査役 宮下晃氏解任の件」 

 

このうち、（1）につきましては、取締役会が提案する剰余金配当議案とは別の議案として上程

いたします。（2）につきましては、取締役会は本定時株主総会において社外取締役小河満美子氏

の再任議案を上程いたしますので、当該議案に対する反対意見の表明として取り扱い、議案とし

ては上程しないことといたします。（3）および（6）につきましては、在任期間中の監査役２名の

解任に関する別個の議題に係る議案として上程いたします。（4）および（5）につきましては、監

査役山内政幸氏および監査役田端達氏が本定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任

予定であることから、議案として上程しないことといたします。 

以 上 






























